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市第13号議案 

   横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正 

 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例を

次のように定める。 

   平成25年５月17日提出 

                 横浜市長 林   文 子  

横浜市条例（番号） 

   横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例 

 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例（平成18年３月横浜市条

例第17号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「第12条第１項第４号の動物取扱業者」を「第12条第１

項第３号に規定する第一種動物取扱業者（以下「第一種動物取扱業

者」という。）又は法第24条の３第１項に規定する第二種動物取扱

業者」に改め、「）は」の次に「、法第８条第１項の動物の販売を

業として行う者を除き」を加え、「購入者」を「譲受者」に改める

。 

第７条第１項中「第４号」を「第３号」に、「第６号」を「第５

号」に改め、第２号を削り、第３号を第２号とし、同項第４号中「

又は動物」を「、動物」に改め、「毛」の次に「又は多数の昆虫の

発生」を加え、同号を同項第３号とし、同項第５号から第８号まで

を１号ずつ繰り上げる。 

第10条中「第21条第１項」の次に「（法第24条の４において準用

する場合を含む。）」を加え、同条第２号中「第10条第２項第６号

」の次に「又は第24条の２」を加え、同条第９号中「従業員」を「
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従事者」に改める。 

第11条第２号及び第13条中「動物取扱業者」を「第一種動物取扱

業者」に改める。 

第16条の見出し中「ねこ」を「猫」に改め、同条第１項中「第35

条第１項又は第２項」を「第35条第１項本文（同条第３項において

準用する場合を含む。次条において同じ。）」に、「ねこの引取り

を求められたときは、やむを得ない理由があると認めるときに限り

、これを引き取るものとする。この場合において、市長は」を「猫

を引き取る場合は」に、「ねこを」を「猫を」に改め、同条第２項

中「第35条第２項」を「第35条第３項」に、「ねこ」を「猫」に改

め、同条第３項中「第35条第１項」を「第35条第１項本文」に、「

ねこ」を「猫」に改める。 

第16条の２中「第35条第１項若しくは第２項」を「第35条第１項

本文」に、「ねこ」を「猫」に改める。 

第17条第１項中「第１項第７号」を「第１項第６号」に改め、同

項に次のただし書を加える。 

  ただし、法第25条第１項の規定に基づく勧告ができる場合にあ

っては、この限りでない。 

第19条第１項第１号及び第２号中「動物取扱業」を「第一種動物

取扱業」に改め、同項第５号中「第35条第１項」を「第35条第１項

本文」に、「ねこ」を「猫」に改め、同項第６号中「第35条第２項

」を「第35条第３項」に、「ねこ」を「猫」に改める。 

 第25条中「第６号」を「第５号」に、「第８号」を「第７号」に

改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、平成25年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為に対する勧告、措置命令及び

立入調査の実施並びに罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

 

   提 案 理 由 

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正に伴い、犬又は猫の

引取り等に関する規定の整備等を図るため、横浜市動物の愛護及び

管理に関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 動 物 取 扱 業 者 の 責 務 ） 

            第 12 条 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 第 一 種 動 
第 ６ 条  動 物 取 扱 業 者 （ 法 
            第 12 条 第 １ 項 第 ４ 号 の 動 物 取 扱 業 者 

 物 取 扱 業 者 （ 以 下 「 第 一 種 動 物 取 扱 業 者 」 と い う 。） 又 は 法 第 24  
  

 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 第 二 種 動 物 取 扱 業 者 
                     を い う 。 以 下 同 じ 。 
  

   、 法 第 ８ 条 第 １ 項 の 動 物 の 販 売 を 業 と し て 行 う 者 を 除 き 
） は                          、 そ 

  

         譲 受 者 
 の 取 り 扱 う 動 物 の    、 借 受 者 、 飼 い 主 等 に 対 し 、 当 該 動 物 の 
         購 入 者 

 適 正 な 飼 養 又 は 保 管 の 方 法 に つ い て 、 必 要 な 説 明 を 行 い 、 理 解 さ 

 せ る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 （ 動 物 の 飼 い 主 の 遵 守 事 項 ） 

                第 ３ 号     第 ５ 号 
第 ７ 条  動 物 の 飼 い 主 （ 第 １ 号 か ら    ま で 及 び    に 掲 げ る 
                第 ４ 号     第 ６ 号 

 事 項 に あ っ て は 、 動 物 取 扱 業 者 を 除 く 。） は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 

 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

                               
 (2)  動 物 が 疾 病 に か か り 、 又 は 負 傷 し た 場 合 に は 速 や か に 必 要 な 

           
  処 置 を 行 う こ と 。 

 (2)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (3)  

 (3)                      、 動 物  
   動 物 の 鳴 き 声 、 動 物 の 排 せ つ 物 等 に よ る 悪 臭     か ら 飛 
 (4)                      又 は 動 物 

           又 は 多 数 の 昆 虫 の 発 生 
  散 す る 羽 若 し く は 毛           に よ り 人 に 迷 惑 を 及 
  

  ぼ す こ と の な い よ う に 飼 養 又 は 保 管 を す る こ と 。 

 (4)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (5)  

 (5)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (6)  

 (6)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (7)  
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 (7)  
   （ 本 文 省 略 ） 
 (8)  

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 動 物 取 扱 業 者 の 遵 守 基 準 ） 

第 10 条  動 物 取 扱 業 者 は 、 動 物 （ 法 第 10 条 第 １ 項 の 動 物 に 限 る 。 以  

 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。） の 健 康 及 び 安 全 を 保 持 す る と 

 と も に 、 生 活 環 境 の 保 全 上 の 支 障 が 生 ず る こ と を 防 止 す る た め 、 

                          （ 法 第 24  
 そ の 取 り 扱 う 動 物 の 管 理 の 方 法 等 に 関 し 法 第 21 条 第 １ 項 
  

 条 の ４ に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
                   に 規 定 す る 基 準 の ほ か 、 
  

 次 に 掲 げ る 基 準 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

(2)  飼 養 又 は 保 管 を す る 動 物 の 発 育 状 況 、 数 等 に 変 更 を 生 じ た と 

                          又 は 第 24  
  き は 、 必 要 に 応 じ て 飼 養 施 設 （ 法 第 10 条 第 ２ 項 第 ６ 号 
  

  条 の ２ 
     の 飼 養 施 設 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 改 修 、 増 設 等 を 行 う 
  

  こ と 。  

   （ 第 ３ 号 か ら 第 ８ 号 ま で 省 略 ） 

 (9)  飼 養 又 は 保 管 を す る 動 物 の 取 扱 い 、 飼 養 施 設 の 衛 生 管 理 等 の 

                           従 事 者 
  方 法 に つ い て は 、 作 業 マ ニ ュ ア ル を 作 成 す る な ど し て 、    
                           従 業 員 

  全 員 に 周 知 徹 底 す る こ と 。  

 （ 動 物 取 扱 責 任 者 の 業 務 ） 

第 11 条  法 第 22 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 動 物 取 扱 責 任 者 （

以 下 「 動 物 取 扱 責 任 者 」 と い う 。） は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う も

の と す る 。  

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

                          第 一 種 動 
 (2)  前 条 の 基 準 を 遵 守 し て い な い と 認 め ら れ る と き は 、 
                          動 物 取 扱 

  物 取 扱 業 者 
       に そ の 改 善 を 進 言 す る こ と 。 
  業 者 
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 （ 特 定 動 物 の 飼 養 等 許 可 の 説 明 義 務 ） 

第 13 条  特 定 動 物 の 飼 い 主 は 、 そ の 特 定 動 物 の 販 売 （ 販 売 を 業 と し 

    第 一 種 動 物 取 扱 業 者 
 て 行 う          が 特 定 動 物 を 販 売 す る 場 合 を 除 く 。）  
    動 物 取 扱 業 者 

 又 は 譲 渡 を し よ う と す る と き は 、 当 該 特 定 動 物 を 購 入 し 、 又 は 譲

り 受 け よ う と す る 者 に 対 し 、 当 該 特 定 動 物 の 飼 養 又 は 保 管 に つ い

て 法 第 26 条 第 １ 項 の 許 可 が 必 要 で あ る 旨 を 、 書 面 を も っ て 説 明 し

な け れ ば な ら な い 。 

     猫  
 （ 犬 又 は   の 引 取 り 、 譲 渡 等 ） 
     ね こ 

         第 35 条 第 １ 項 本 文 （ 同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す 
第 16 条  市 長 は 、 法 
         第 35 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 

 る 場 合 を 含 む 。 次 条 に お い て 同 じ 。）          猫 を 引 
                  の 規 定 に よ り 犬 又 は 
                           ね こ の 

 き 取 る 場 合 は                        
 引 取 り を 求 め ら れ た と き は 、 や む を 得 な い 理 由 が あ る と 認 め る と 

                               
 き に 限 り 、 こ れ を 引 き 取 る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 市 長 

                            猫 を 
  、 引 き 取 る べ き 日 時 及 び 場 所 を 指 定 し 、 か つ 、 当 該 犬 又 は 
 は                           ね こ 

   
  引 き 取 る た め の 必 要 な 指 示 を 与 え る こ と が で き る 。 
 を 

       第 35 条 第 ３ 項            猫  
２  市 長 は 、 法       の 規 定 に よ り 犬 若 し く は   を 引 き 取 
       第 35 条 第 ２ 項            ね こ 

                       猫  
 っ た と き 、 又 は 法 第 36 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 犬 、   等 の 動 物 を 
                       ね こ 

 収 容 し た と き は 、 そ の 旨 を 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 公 告 す る も 

 の と す る 。 

       第 35 条 第 １ 項 本 文            猫  
３  市 長 は 、 法         の 規 定 に よ り 犬 若 し く は   を 引 
       第 35 条 第 １ 項              ね こ 

 き 取 っ た と き 、 又 は 飼 い 主 が 前 項 の 公 告 期 間 の 満 了 後 １ 日 以 内 に

公 告 さ れ た 動 物 を 引 き 取 ら な い と き は 、 そ れ ら の 動 物 に つ い て 適

正 に 飼 養 を す る こ と が で き る と 認 め ら れ る 者 に 譲 渡 す る こ と そ の

他 の 方 法 に よ り 当 該 動 物 を 処 分 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該

公 告 さ れ た 動 物 に あ っ て は 、 そ の 期 間 内 に や む を 得 な い 理 由 に よ

り 引 き 取 る こ と が で き な い 飼 い 主 が 収 容 期 間 の 延 長 に つ い て 市 長
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の 承 認 を 得 た と き は 、 当 該 承 認 を し た 期 間 が 経 過 す る ま で は 、 当

該 動 物 を 処 分 す る こ と が で き な い 。 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

 （ 治 療 等 ） 

第 16 条 の ２  市 長 は 、 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 野 犬 等 を 収 容 し た 

     第 35 条 第 １ 項 本 文                 猫 
 と き 、 法              の 規 定 に よ り 犬 若 し く は  
     第 35 条 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項            ね 

                            猫  
  を 引 き 取 っ た と き 、 又 は 法 第 36 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 犬 、   
 こ                           ね こ 

 等 の 動 物 を 収 容 し た と き は 、 治 療 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と

が で き る 。 

 （ 勧 告 及 び 命 令 ） 

            第 １ 項 第 ６ 号 
第 17 条  市 長 は 、 第 ７ 条 （       を 除 く 。） の 規 定 に 違 反 し 
            第 １ 項 第 ７ 号 

 て い る と 認 め る 者 に 対 し 、 期 限 を 定 め て 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 ず 

                    た だ し 、 法 第 25 条 第 １ 
 べ き こ と に つ い て 勧 告 す る こ と が で き る 。 
  

 項 の 規 定 に 基 づ く 勧 告 が で き る 場 合 に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 
  

 。 
  

   （ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 手 数 料 ） 

第 19 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 （ 第 ４ 号 及 び

第 ５ 号 に あ っ て は 、 こ れ ら の 号 に 定 め る 額 の 範 囲 内 に お い て 規 則

で 定 め る 額 ） の 手 数 料 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

                第 一 種 動 物 取 扱 業 
 (1)  法 第 10 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り         の 登 録 を 受 け 
                動 物 取 扱 業 

  よ う と す る 者 

   第 一 種 動 物 取 扱 業 
           の 登 録 申 請 手 数 料  １ 種 別 に つ き  15,000  
   動 物 取 扱 業 

  円 

                第 一 種 動 物 取 扱 業 
 (2)  法 第 13 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り         の 登 録 の 更 新 
                動 物 取 扱 業 
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  を 受 け よ う と す る 者 

   第 一 種 動 物 取 扱 業 
           の 登 録 更 新 申 請 手 数 料  １ 種 別 に つ き  10  
   動 物 取 扱 業 

  ,000 円 

   （ 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 省 略 ） 

    第 35 条 第 １ 項 本 文          猫  
 (5)  法         の 規 定 に よ り 犬 又 は   の 引 取 り を 求 め 
    第 35 条 第 １ 項            ね こ 

  る 者 

      猫  
   犬 又 は   の 引 取 り 手 数 料  １ 頭 又 は １ 匹 に つ き  4,000 円 
      ね こ 

                         第 35 条 第 ３ 
 (6)  第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 収 容 さ れ た 野 犬 等 、 法 
                         第 35 条 第 ２ 

  項                  猫  
   の 規 定 に よ り 引 き 取 ら れ た 犬 若 し く は   又 は 法 第 36 条 第 ２ 
  項                  ね こ 

                猫  
  項 の 規 定 に よ り 収 容 さ れ た 犬 、   等 の 動 物 の 返 還 を 求 め る 者 
                ね こ 

     猫  
   犬 、   等 の 返 還 手 数 料 
     ね こ 

   （ ア 、 イ 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

第 25 条  第 17 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 命 令 （ 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 

 第 ５ 号     第 ７ 号 
    ま で 及 び    並 び に 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ４ 号 に 係 る も の 
 第 ６ 号     第 ８ 号 

 に 限 る 。） に 違 反 し た 者 は 、 100,000 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 
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